
合併調整項目調整状況

事務事業番号 4537 専門部会名 健康福祉 分科会名 子育て 担当部署

事務事業名

合併後調整内容【調整済】

保育課

保育園通園バス事業

合併前の事務事業の状況
合併後調整方針(協議会決定)

旧上田市 旧丸子町 旧真田町 旧武石村
【概要】 ・該当なし 【概要】 【概要】 　地域の実情を踏まえ、現行の

・公立保育園では、通園バス事 ・さなだ保育園、そえひ保育園 ・旧権現保育園地区の園児に村 運行方法を継続しながら、地域

　業は実施していない。 　の２園で町直営の送迎用バス 　直営の保育園バスを運行。 住民とともに、より良い運行方

・ただし、通園距離が２ｋｍを 　を運行。 ・他の地区の園児がバスを利用 法を検討する。
　超え、保護者会がマイクロバ 　した場合全額公費負担。
　スを運行している場合に、運

　営費の一定額を補助。

【利用者負担】 【利用者負担】 【利用者負担】
・各団体で自主的に決定。 ・なし ・なし
・保護者負担が３，０００円を

　超える場合には、加算補助を

　実施。

①保護者会が運行する通園バス事業については、行政改革及び財政負担の調整
　を図りながら市の直営化を検討する。
②上記保護者会に対する補助金は、運行主体の市への移行に合わせて段階的に

④武石地域のデマンドバス利用に対する補助金については現行どおりとする。

　見直しを行う。
③真田地域の通園バス事業の有料化と委託については、平成24年度から実施す
　る。


